平成20年9月４日

出産育児、生活に関する諸制度調査
新聞労連　

青年女性部

　新聞労連青年女性部では、各社の出産育児や生活に関する諸制度の整備状況を調査しています。

せっかくの制度も利用しなくては意味がありません。勝ち取った権利は守り、行使しなければ失われてしまいます。日本初の労働に関する法律である工場法ですら１９１１年の制定ですから、今から１００年前には日本に労働者を保護する法律は存在しなかったのです。

私たちの先輩方が勝ち取ってきた権利、法律、制度を知り、利用することが何よりも大切です。この調査を通して諸制度を知ることで、自分自身が利用したり、職場の仲間にアドバイスをしたりと、何らかの形で生かすきっかけになることを期待しています。
　お忙しいこととは思いますが、以下の項目について回答の上、９月２０日に開催される新聞労連青年女性部・全国代表者会議にお持ちください。調査結果は後日集計の上、各単組へお届けします。ご理解とご協力をお願いします。

　なお、本調査で尋ねる項目は、基本的に就業規則に記載されていると思います。最新の就業規則を用意されることをお勧めします。該当する項目を転記してください。また、不明の点は会社の総務部や人事部などに問い合わせて下さい。

●記入者

	氏名：


	単組名：


	単組役職：


	会社名：




※調査票のデータ（Word形式）は

http://www.shinbunroren.or.jp/
左側のリンク「おしらせ」からダウンロードできます。
パソコンで入力できますので、回答は印刷してお持ち下さい。

●育児休暇・休業制度についてお尋ねします。
	根拠となる法律：

育児・介護休業法　
労働基準法




	対象期間について：
根拠となる法律：

育児・介護休業法第２章　育児休業（法第５条～第１０条、第２１～２２条）
労働基準法　３９条７項


	賃金保障について：


	一時金（賞与）について：


	勤続加算について：

退職金の算定について：

勤続期間の算定について：

　

	育児時間、育児時短、勤務時間帯の変更制度についての備考：



	現職復帰について：



	代替要員の有無：



	社会保険料や住民税の社による一時金立て替払いについて：



	年次有給休暇について：



	休暇の申請方法、制度の対象者について：



	その他の備考：




参考サイト（http://www.houko.com/index.shtml）
労働基準法

http://www.houko.com/00/01/S22/049.htm
男女雇用機会均等法

http://www.houko.com/00/01/S22/049.htm
育児・介護休業法

http://www.houko.com/00/01/H03/076.htm
上記のサイトに全文掲載されていますので参考にしてください。

●介護・看護休業制度についてお尋ねします。
	根拠となる法律：

育児・介護休業法　




	制度の名称：
根拠となる法律：
育児・介護休業法第３章　第１１条～第１６条


	被介護対象者：


	休業期間について：



	休業期間の条件：


	賃金・社会保険料について：



	一時金の支払いについて：



	勤続加算について：
退職金の算定について：

勤続期間の算定について：

　

	年休および休暇について：



	現職復帰について：



	その他：




●妊娠（つわり）休暇についてお尋ねします。
	根拠となる法律：

男女雇用機会均等法　



	制度の名称：
根拠となる法律：

男女雇用機会均等法　第１２～１３条



	期間について：



	条件について：




●妊娠中の通勤について
	定めがある場合、内容を記載してください：




●育児時間制度について
	定めがある場合、内容を記載してください：




●生理休暇について　
	日数について：



	条件について：




· 産前産後休暇について

	根拠となる法律
労働基準法　第６５～第６６条



	根拠となる法律：

労働基準法　第６５～第６６条



	妊婦本人の日数について：



	多胎の場合の日数について：



	配偶者の日数について：



	備考：




●その他
	アンケート全体で付け加えることがあればお書きください。：




以上で終了です。ありがとうございました。

９月２０日、全国代表者会議にお持ちください。
提出できない方は９月１８日午後１８時、新聞労連FAX 03（5842）2250まで。

